
 京都市男女共同参画センター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２９年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市男女共同参画センター条例施行規則の一部を改正する規則の制定につい 

   て 

 京都市男女共同参画センター条例施行規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 第１条第１項各号列記以外の部分中「（第１号様式）」の右に「（ギャラリースペースの使

用の許可を受けようとする場合にあっては，京都市男女共同参画センターギャラリースペ

ース使用許可申請書（第２号様式））」を加え，同項第１号中「第２号様式」を「第３号様

式」に改め，同条第２項中「第３号様式」を「第４号様式」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 

区                 分 受 付 を 開 始 す る 日

１ ギャラリースペース又はギ

ャラリースペースと併せて

使用するギャラリースペー

ス以外の施設（イベントホー

ル及びスポーツルームを除

く。）に係る申請 

男女共同参画の推進に

資する活動のためにす

るもの 

使用を開始する日の属す

る月の１４箇月前の月の

初日 

その他の活動のために

するもの 

使用を開始する日の属す

る月の１３箇月前の月の

初日 

２ イベントホール若しくはス

ポーツルーム(以下「ホール

等」という。)又はホール等と

併せて使用するホール等以

外の施設に係る申請 

男女共同参画の推進に

資する活動のためにす

るもの 

使用日の属する月の７箇

月前の月の初日 

その他の活動のために

するもの 

使用日の属する月の６箇

月前の月の初日 

３ ギャラリースペース又はホ

ール等以外の施設(ギャラ

男女共同参画の推進に

資する活動のためにす 使用日の３箇月前の日 

リースペース又はホール等 るもの  

 と併せて使用するものを除

く。)に係る申請 

その他の活動のために

するもの 
使用日の２箇月前の日 

 第１号様式注以外の部分中「あて先」を「宛先」に改め，第３号様式を第４号様式とし，

第２号様式を第３号様式とし，第１号様式の次に次の１様式を加える。 

第２号様式（第１条関係） 

京都市男女共同参画センターギャラリースペース使用許可申請書 

（宛 先）  指  定  管  理  者 年   月   日 

４８



申請者の住所（団体にあっては，主たる事務所の所在地）  申請者の氏名（団体にあっては，名称及び代表者名） 

 

 

               電話   －    

 

 京都市男女共同参画センター条例第５条の規定により使用の許可を申請します。 

使用する期間，時間の

区分及び日数 

使  用  す  る  期  間 使 用 す る 時 間 の 区 分 
使用す

る日数 

     年   月   日（  曜日）から 

   年   月   日（  曜日）まで 

□ 午前９時から午後５時まで 

□ 午前９時から午後９時まで 
日 

   年   月   日（  曜日）から 

   年   月   日（  曜日）まで 

□ 午前９時から午後５時まで 

□ 午前９時から午後９時まで 
日 

   年   月   日（  曜日）から 

   年   月   日（  曜日）まで 

□ 午前９時から午後５時まで 

□ 午前９時から午後９時まで 
日 

   年   月   日（  曜日）から 

   年   月   日（  曜日）まで 

□ 午前９時から午後５時まで 

□ 午前９時から午後９時まで 
日 

駐車場の使用の有無 □ 有      □ 無 

付属設備の使用の有無 □ 有      □ 無 

特別の設備の有無 □ 有      □ 無 

可動式の壁の移動の有無 □ 有      □ 無 

催 し

の 概

要 

名 称  

会 期 
年   月   日（   曜日）   時から 

年   月   日（   曜日）   時まで 

展 示 内 容  

入 場 料 □ 有料     □ 無料 

入場料の区分

及び額 

区    分 金    額 区    分 金    額 

    

    

    

物品の販売の

有無 
□ 有 （□ 展示作品 □ その他（             ））  □ 無 

展示作品等を搬入する

期間 

年  月  日（ 曜日） 時から 

年  月  日（ 曜日） 時まで 
展示作

品等の

搬入及

び搬出

の方法 

□事業者 

(名称          ) 

□その他 

(             ) 展示作品等を搬出する

期間 

年  月  日（ 曜日） 時から 

年  月  日（ 曜日） 時まで 

注１ 該当する□には，レ印を記入してください。 

 ２ 特別の設備を設ける場合は，設計書，仕様書等を添付してください。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２９年９月２１日から施行する。ただし，次項の規定は，同年４月

１日から施行する。 



（受付期間の特例） 

２ この規則による改正後の京都市男女共同参画センター条例施行規則別表第１の規定に

かかわらず，ギャラリースペースの使用に係る申請のうち，男女共同参画の推進に資す

る活動のためにするものにあっては平成２９年９月２１日から平成３０年６月３０日ま

での間における使用，その他の活動のためにするものにあっては平成２９年９月２１日

から平成３０年５月３１日までの間における使用に係るものについては，平成２９年４

月１日から受け付けるものとする。 

（文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課） 
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